
修 繕 特 記 仕 様 書 
 

１ 修繕名 

平川浄水場照明設備修繕 

 

２ 履行場所 

千葉市緑区平川町２２１０番地 

 

３ 修繕期間 

契約締結日の翌日より令和８年３月１９日まで 

 

４ 修繕概要 

本修繕は、平川浄水場の照明器具を LED照明器具への交換修繕し、機能回復を図る

ものである。 

 

５ 修繕機器 

【既設機器】 

型式 ＦＲＳ３―４０２ 

容量 ＦＬＲ４０Ｗ×２（２００Ｖ） 

数量 ２７台（1F 事務室２１台、1F 管理室２台、2F 会議室３台、2F 廊下１台） 

 

型式 Ｋ１－ＦＲＳ３―４０２ 

容量 ＦＬＲ４０Ｗ×２（２００Ｖ） 

備考 非常照明 バッテリー内蔵型 

数量 １０台（1F事務室６台、1F管理室２台、2F会議室１台、2F廊下１台） 

 

型式 ＦＲＳ３―２０２ 

容量 ＦＬ２０Ｗ×２（１００Ｖ） 

数量 ６台（1F廊下 6台） 

 

型式 Ｋ１－ＦＲＳ３―２０２ 

容量 ＦＬ２０Ｗ×２（１００Ｖ） 

備考 非常照明 バッテリー内蔵型 

数量 ４台（1F廊下４台） 

 

 



６ 修繕内容 

  既設照明器具の撤去・処分及び以下の LED照明器具の取付を行うこと 

・LED照明器具（参考型番：XFX459VEN  LE9同等品）  ２７台 

・LED照明器具（参考型番：XDL453VGN  LE9同等品） １０台 

・LED照明器具（参考型番：XFX219VEN  LE9同等品）  ６台 

・LED照明器具（参考型番：XDL213VGN  LE9同等品）  ４台 

 

※修繕箇所は別紙図面を参照 

 ケーブル等は原則既設再利用とし、器具交換に必要となる範囲は 

本修繕にて対応すること。 

 

７ 注意事項 

（１） 施工にあたり、現地調査及び図面等により設備を十分把握し、支障をきたさぬよ

う施工すること。 

（２） 本仕様書に明記無き事項は、原則として下記による。 

・国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築改修工事標準仕様書」 

   （機械・電気設備工事編）（令和７年度版） 

・国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書」 

   （機械・電気設備工事編）（令和７年度版） 

・国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築設備工事標準図」 

   （機械・電気設備工事編）（令和７年度版） 

（３） 発生材は、監督員の指示により、引渡しを要しないものはすべて場外に搬出し、

廃棄物の処理及び清掃に関する法律等関係法規を遵守し、適正に処理すること。

また、監督職員に発生材が適切に処分されたことがわかる書類の提示をするこ

と。 

（４） 作業日時は原則閉庁日とし、監督員と日時を調整し作業日を決定すること。 

 

８ その他 

本修繕の施工上で疑義を生じた場合又は本仕様書に定めのない事項については、 

発注者、受注者協議の上、これを定めること。 

 


